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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
鍼を挟持する挟持部と、
前記挟持部が挟持した鍼に与えられる振動を回転運動によって発生させるモータ部と、
前記挟持部と前記モータ部を有する本体と、
を備えた鍼治療用振動装置であって、
前記鍼治療用振動装置は、前記本体の端部であって前記挟持部が設けられた前記本体の端
部に対して反対側の前記本体の端部であるとともに、前記本体の重心から離れた位置に前
記モータ部を備え、前記鍼を刺鍼する方向において前記本体の移動が制限されることで前
記鍼に与えられる振動を不規則な振動とする鍼治療用振動装置。
【請求項２】
前記本体は第１のクリップ部材と、
前記第１のクリップ部材に対向して設けられ、前記第１のクリップ部材に揺動可能に連結
される第２のクリップ部材と、
前記第１のクリップ部材の先端部と前記第２のクリップ部材の先端部とを互いに接近させ
る方向に付勢する付勢手段と、
前記第１のクリップ部材の先端部と前記第２のクリップ部材の先端部とにより形成され、
前記付勢手段により刺鍼後の前記鍼を挟持する前記挟持部と、
前記第２のクリップ部材に、押圧することで前記挟持部を拡開させるつまみ部と、
を備える鰐口クリップの形状であって、
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前記第１のクリップ部材の前記本体の重心からずれた位置であって、前記挟持部から前記
つまみ部より離れた位置に前記モータ部を固定する円筒形の台座を備えたことを特徴とす
る請求項１に記載の鍼治療用振動装置。
【請求項３】
前記鍼の刺鍼された深さを固定するために把持される前記鍼の部位の太さに合わせた固定
溝を前記挟持部が備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の鍼治療用振動
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、身体に刺した鍼に振動を与える装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
鍼治療は鍼灸師によって行われている。鍼灸師の行う鍼治療は、身体に鍼を刺す（以下、
刺鍼操作という。）後に、鍼の施術効果を高めるために、身体に刺した状態の鍼（以下、
刺鍼という。）に、熱や振動などの刺激を与える施術が施されている。
鍼へ振動を与える施術方法は多様であり、代表的な施術方法としては、鍼の柄をつまんで
鍼を回転させたり（旋撚術、回旋術）、上下に動かしたり、手や器具（鍼管）で鍼を横方
向へ打ったり（振せん術、内調術）する施術方法がある。このような鍼の刺鍼操作や振動
の与え方は、経験と指先の感覚だけが頼りである。従って、鍼灸師は常に指や手の感覚を
一定に保つ必要がある。
また、この鍼への振動への与え方は、刺鍼を回転させたり（旋撚術、回旋術）、横に振動
させたりする（振せん術、内調術）よりも、上下へ細かく振動刺激（雀啄術）を与える方
が効果的である。刺鍼を引くときに、皮膚筋肉を含む生体筋肉に最も有効な侵害刺激を与
えて被刺激感覚（得気）を得ることが可能だからである。
【０００３】
しかし、これらの刺鍼に対する刺激は、鍼灸師が手作業で行っている。このため、施術に
使う経穴（ツボ）が多い場合であっても、刺鍼を一本ずつ手作業で刺激しなければならず
、施術に時間がかかりすぎるという課題があった。また、長時間刺激を与えなければ治療
出来ない場合に鍼灸師に対する負担が大きかった。更に、細かな振動（雀啄術による鍼の
上下振動）を与えるというのは熟練の鍼灸師の成す業（以下、手技という。）であり、鍼
灸師なら誰でもできる手技というわけではなかった。そこで、上述した課題や、振動を定
量化し、誰にでも特別かつ効果的な手技が出来るようにするために、以下の様な装置を用
いて鍼に振動を与える技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平６－１７７３８
【特許文献２】特開２００９－２０７７７９
【特許文献３】特開２００３－２５０８６２
【０００５】
特許文献１には、鍼の柄部分に永久磁石を取付けた鍼の周囲に電磁コイルを設置し、電流
を流すことで、電磁石の効力により振動させる技術が公開されている。
【０００６】
しかしながら、現在、鍼治療に用いられる鍼は感染症予防の観点から、柄の部分がプラス
チック製の使い捨て用の鍼（以下、ディスポ鍼という。）が主流であり、柄の部分に永久
磁石を設置するのは困難であり、手間がかかる。また、電磁コイルを固定する方法につい
ては示唆すらない。
【０００７】
また、特許文献２には、モータとギアを用いて鍼を正、逆回転、前後進自在に制御するこ
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とができる鍼治療装置が開示されている。
【０００８】
しかしながら、鍼治療において、刺鍼操作は鍼灸師の手技が成せるものであって、刺鍼操
作には、鍼から受ける応答感覚が非常に重要であり、このような感覚を得られない装置で
は完全な鍼施術は行うことができない。
また、治療によっては、鍼を患者の患部に刺鍼する深さが異なるので、深部に刺鍼する場
合にも用いる事が出来ない。更に、鍼灸師が本製品を握持して施術する必要があるが、モ
ータによる振動で手の感覚が麻痺してしまうという課題があった。
【０００９】
特許文献３には、刺鍼操作後の鍼に支持台を設け、この鍼の上に風車を載せ、この風車に
ドライヤー等の風を当てる事により鍼に振動を与える技術が開示されている。
【００１０】
しかしながら、刺鍼操作後に、鍼を囲うように支持台を設け、更に鍼の上に風車という重
りを載せ、かつ振動を与えると、刺鍼した鍼がどんどん患部深くに入ってしまう。また、
設置までの手間が面倒であるし、鍼灸師は手にドライヤーを持っていなくてはならないの
で、ドライヤーの振動で手の感覚が麻痺してしまうという課題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本願発明は、上述した先行技術の課題、特に、鍼灸師の手の感覚が麻痺してしまうという
課題を解決し、かつ施術労力を軽減し、更に、経験による特別な手技を用いなければ不可
能であった鍼治療を簡易にかつ定量的に刺激ができるようにした鍼治療用振動装置とその
装置の使用方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記課題を解決するために、本願発明に係る鍼治療用振動装置は、鍼を挟持する挟持部と
、
挟持部が挟持した鍼に与えられる振動を回転運動によって発生させるモータ部と、挟持部
とモータ部を有する本体と、を備えた鍼治療用振動装置であって、鍼治療用振動装置は、
本体の端部であって挟持部が設けられた本体の端部に対して反対側の本体の端部であると
ともに、本体の重心から離れた位置にモータ部を備え、鍼を刺鍼する方向において本体の
移動が制限されることで鍼に与えられる振動を不規則な振動とすることを特徴とする。
【００１３】
この様な構成により、鍼灸師が鍼治療をする際に、本願発明に係る鍼治療用振動装置を握
持する必要が無い。従って、鍼灸師の手の感覚を麻痺させることが無く、刺鍼操作の際に
、鍼から受ける応答感覚を常に一定の状態にすることができる。
【００１４】
また、本発明に係る鍼治療用振動装置は、本体は第１のクリップ部材と、第１のクリップ
部材に対向して設けられ、第１のクリップ部材に揺動可能に連結される第２のクリップ部
材と、第１のクリップ部材の先端部と第２のクリップ部材の先端部とを互いに接近させる
方向に付勢する付勢手段と、第１のクリップ部材の先端部と第２のクリップ部材の先端部
とにより形成され、付勢手段により刺鍼後の鍼を挟持する挟持部と、第２のクリップ部材
に、押圧することで挟持部を拡開させるつまみ部とを備える鰐口クリップの形状であって
、第１のクリップ部材の本体の重心からずれた位置であって、挟持部からつまみ部より離
れた位置にモータ部を固定する円筒形の台座を備えたことを特徴とする。
【００１５】
このような構成により、刺鍼に対して上下の振動を発生させることから、治療効果の高い
施術が可能となる。
【００１６】
また、本発明に係る鍼治療用振動装置は、鍼の刺鍼された深さを固定するために把持され
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る鍼の部位の太さに合わせた固定溝を挟持部が備えることを特徴とする。
 
【００１７】
このような構成により、鍼治療用振動装置がストッパーとなり、刺鍼が身体の深部に入っ
ていくことが無く、安全に施術をすることが可能となる。
【００１８】
また、本発明に係る鍼治療用振動装置の本体は、鰐口クリップの形状であって、挟持部に
は刺鍼された鍼を所定位置で固定するための固定溝を備えることを特徴とする。
【００１９】
このような構成により、刺鍼を簡易かつ確実に装着することができる。
【００２０】
また、本発明は、本体の先端側に備えられた刺鍼後の鍼を挟持させる挟持部と、挟持部よ
り後端側に設置され、本体を振動させることで挟持部が挟持した鍼を振動させる振動部を
備えた鍼治療用振動装置の使用方法についても提供する。
【発明の効果】
【００２１】
本発明は、刺鍼の根本に鍼治療用振動装置を固定させてから振動させるので、鍼灸師が本
願装置を握持する必要が無い。従って、鍼灸師の手の感覚を麻痺させることが無い。　
また、刺鍼の根本を挟持することから、本装置がストッパーとなり、振動を与えても刺鍼
が身体の深部に入っていくことが無く、安全である。更に、振動を与える際に振動部を装
置本体の重心からずれた位置に設置したことで、この振動部で発生した振動を刺鍼に伝え
ることができる。これに加え、振動部で発生させた振動は、本体が吸収せずに患者の皮膚
上に直接伝達される。これにより装置本体が不規則に激しく振動する。この振動が患者の
皮膚を叩くため、その反作用で装置本体は挟持部が挟持した刺鍼の根本を支点として浮き
上がったりする。この作用により、上下振動を主とした不規則な振動を与えることができ
る。さらに皮膚に与えられた振動は、いわゆる、刺入した鍼の周囲の皮膚を鍼管または指
で叩いて鍼のヒビキを与える鍼灸術の一つである気拍法と同様の効果を奏し、刺鍼の振動
と相まって治療効果の高い施術が可能となる。
更に、刺鍼を挟持して振動を与えるため、刺鍼の太さや材質を問わずにどのような鍼に対
しても振動を与えることができる。
また、鍼を大きく曲げる大きな振幅の振動ではないので、折鍼するリスクも少ない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】は鍼治療用振動装置１００を表す内部構造図である。
【図２】は鍼治療用振動装置１００の本体と振動部とを脱着可能にする構造を表す説明図
である。
【図３】は鍼治療用振動装置２００を表す内部構造図である。
【図４】は鍼治療用振動装置３００を表す内部構造図である。
【図５】は挟持部の固定溝を表す説明図である。
【図６】は本体をＸ形状としたときの説明図である。
【図７】は本体をＸ形状としたときのスライド構造を示す説明図である。
【図８】は振動部にソレノイドを用いた構造を示す説明図である。
【図９】は振動部に電磁石を用いた構造を示す説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、図面を用いながら代表的な実施例について述べる。
[実施例１]
本願発明に係る鍼治療用振動装置１００は、図１に示すように、クリップ部材２ａ、２ｂ
から構成される本体の先端側に刺鍼１を挟持する挟持部６と、後端側に振動を発生させる
振動部８とを備えている。また、公知技術のものを使用すればよいため図示しないが、電
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源供給線１２を通じて振動部８に電流を供給する電源部と、振動部８と電源部との間に設
けられるスイッチとから構成される。尚、振動部８には、ゴミの侵入や防音のために、カ
バーが付けられる（図６参照）。
以下、具体的に詳述する。
【００２４】
刺鍼された鍼１の種類は問わない。鍼の代表的な種類として、金鍼、銀鍼、ステンレス鍼
があるがどのような鍼でも構わない。柄の形状・材質も問わない。番数も問わない。
本発明は、刺鍼を挟持して振動を与える装置だからである。
　本実施例では、（セイリン社製）のステンレス製のディスポ鍼の２番鍼を用いた。
【００２５】
鰐口クリップ形状の本体は、第１のクリップ部材２ａと、後端に振動部８を装着した第２
のクリップ部材２ｂをクリップ部材の略中央でピン３により連結し、このピン３に付勢部
材として、ねじりコイルバネ４を取付け、このバネ４の付勢力により各クリップ部材２ａ
、２ｂの先端側を当接させて挟持部６を形成する。また、クリップ部材２ａの後端は、押
圧することで前記挟持部６を拡開させるつまみ部５を備える。
このつまみ部５を押圧すると、挟持部６が開拡する。この状態で刺鍼１の根本７に挟持部
６を当接させて刺鍼１を挟持する。
【００２６】
クリップ部材２ａ、２ｂの材料は、硬質または衝撃を吸収しない材質であれば素材は特に
問わない。衝撃を吸収しない材質であることにより、振動部８で発生させた振動は、挟持
された刺鍼１に伝えられ、装置１００と刺鍼１はともに振動する。装置１００の振動は患
者の皮膚にも伝えられ、皮膚上にある装置１００は不規則に振動する。この振動が患者の
皮膚を叩くため、その反作用で装置１００は挟持部６が挟持した刺鍼１の根本７を支点と
して浮き上がったりする。この作用により、刺鍼１に対して上下振動を主とした不規則な
振動を与えることができる。さらに皮膚に与えられた振動は、いわゆる、刺入した鍼の周
囲の皮膚を鍼管または指で叩いて鍼のヒビキを与える鍼灸術の一つである気拍法と同様の
効果を奏し、刺鍼１の振動と相まって治療効果の高い施術が可能となる。
【００２７】
具体的な素材としては、抗菌プラスチック等の樹脂や、ステンレスやチタン等の金属でも
よい。感染症予防の観点からは、簡易に消毒処理が可能なステンレスが好ましく、金属ア
レルギーを排除する観点からはチタンが好ましい。また、振動させる本体が軽量であれば
あるほど振動は強くなるので、金属より更に軽量な抗菌プラスチック等の樹脂であっても
良い。
　本実施例のクリップ部材においては、消毒処理が簡易にでき、比較的安価であるステン
レスを用いた。
また、クリップ部材２ａ、２ｂの挟持部６を構成する端部には、刺鍼１を確実に挟持させ
るために、滑り止め用の凹凸を付してもよい。
【００２８】
振動部８は、クリップ部材２ａ、２ｂから成る本体を振動させ、挟持部６が挟持した刺鍼
１に対して振動を与えるものである。よって、刺鍼１に振動を与えられる構成であればよ
い。本実施例では振動モータを用いる。この振動モータは、モータ９と、そのモータ回転
軸１０に締結された偏心錘１１とから構成されている。
【００２９】
偏心錘１１の形状は半円柱状としたが、これに限らず、例えば、扇柱形であってもよい。
偏心錘１１が回転することでその錘の形状からモータ回転軸１０に対してアンバランスな
力が加わり、その力が振動として発生すればよいので、特に形状は問わない。
本実施例では、シコー技研製の振動モータ、Ｂ２-７７１７（ＤＣ３Ｖ駆動）を用いた。
この振動モータを前記クリップ部材２ｂの後端に、刺鍼１に対してモータ回転軸１０が垂
直になるように設置する。設置方法は問わない。本実施例では、クリップ部材２ｂの後端
に振動モータを横置きに設置するための振動モータの外径と同じ内径、若しくは、わずか
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に小さい（0.02ミリ～1.5ミリ程度）内径の円筒形の台座を設け、その台座の中に偏心錘
１１が本体の先端側を向くように圧入し、固定した。
【００３０】
このように、刺鍼１に対して半円状の偏心錘を備えたモータ回転軸１０が垂直になる構成
としたことにより、刺鍼１に対して上下動への振動を主とした不規則な振動を与えること
ができる。
【００３１】
また、振動部の他の構成として、図８に示すように、例えばソレノイドを用いて振動させ
る構成が考えられる。具体的には、クリップ部材２ｂの内部を中空とし、その内部に直動
式ソレノイドアクチュエーター１７と、スプリング１８（戻りバネ）と、これらに押し出
されて可動する可動体２１を設置する。ソレノイド１７内部の電磁石へ通電することによ
り、ソレノイド１７中の可動磁極２０が突出方向に可動する。そして通電が止まると突出
した可動磁極２０はスプリング１８の付勢力によって戻される。このソレノイド１７の動
きにより可動磁極２０が可動体２１を押し出し、小刻みに往復移動させて所定周波数の振
動を発生させる。
【００３２】
クリップ部材２ｂの内部の形状は、可動体２１の当たり面を上方向にするための傾斜部材
１９を備えている。可動体２１は例えば金属製の球状のものを用いる。この可動体２１の
重さによって振動の強弱を付ける事が可能である。また、この可動体２１の直径をクリッ
プ部材２ｂの高さの半分程度の大きさにすることで、単に左右に往復移動させるだけでは
なく、傾斜部材１９により可動体２１を浮き上がらせて上下にも移動させることができる
。
【００３３】
振動数は例えば１００Hz程度に設定することができ、振動の大きさ（振幅）は電圧の設定
により制御することができる。
【００３４】
他にも、図９に示すようにクリップ部材２ｂを中空とし、内部に２つの電磁石２２と、磁
性を有する可動体２１を設ける構成が考えられる。この２つ電磁石２２に交互に電流を流
すことで可動体２１を往復させ振動させる構成も考えられる。振動数は例えば１００Hz程
度に設定することができ、振動の大きさ（振幅）は電圧の設定により制御することができ
る。この様に、電磁石を使用することにより、刺鍼１に振動刺激だけでなく、磁気による
治療効果を与えることもできる。
【００３５】
電源部には、乾電池を用いるが、振動部８へ電気を供給できればよいので特に形式は問わ
ない。
様々なバッテリーを用いても良いし、既存のＡＣ－ＤＣコンバータを用いてＡＣ１００Ｖ
等の商用電源を使用しても構わない。本実施例では単３電池用の電池ボックスを用いた。
【００３６】
スイッチは、電源部から振動部８へ電気を供給する電源供給線１２の間に設け、必要な時
以外は刺鍼１に振動を与えないようにする。振動部８へ電流を供給するか否かを任意に制
御できれば良いので、特に形式は問わない。
【００３７】
次に、本発明の鍼治療用振動装置１００の使用方法について述べる。
【００３８】
まず、鍼灸師が患部に対し鍼を刺鍼操作する。この刺鍼操作は治療の重要な要であって、
鍼灸師はなるべく患者に負担を掛けない様、また、臨床上治療効果を与える最適な刺鍼操
作する。この刺鍼１の根本７に対し、つまみ部５を押圧し、挟持部６を開拡して、装置１
００が患者の皮膚上に接地するように刺鍼１の根本７を挟持する。
鍼灸師が再度、刺鍼１と装置１００の固定状態や皮膚との接地状態を確認した後、スイッ
チを入れ、電源部から振動部８に電気を供給し、鍼治療用振動装置１００を振動させ、刺
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鍼１に振動を与える。
【００３９】
施術時間は、通常の施術であれば３秒から１０秒程度、腰痛や肩こりなど、筋肉が硬く硬
結していたり、緊張していたりする場合には、１分から２分程振動を与える。患者の筋肉
の硬結の硬さや緊張により適宜変更する。
【００４０】
施術が終了したら、スイッチを切り、装置１００の振動を止める。その後、つまみ部５を
押圧し、挟持部６を拡開して鍼１の根本７から挟持部６を取り外し、刺鍼１を抜く。
　すべての刺鍼１を抜いた後、感染症予防のため、消毒用アルコールや等で挟持部６を消
毒処理する。刺鍼１の根本７は患者の体液と触れ合っているからである。この消毒処理の
方法としては、例えば、消毒アルコールやグルタールアルデヒド等をバット等に溜めてお
き、その液中に浸してあるステンレスの棒材を挟持部６で挟み、挟持部６全体を消毒アル
コール等の液中に浸す方法が挙げられる。
【００４１】
電気部材である振動部８は本体の後端側に設置されているので、消毒アルコール等の液量
は挟持部を覆う程度、若しくは、より多くても構わない。消毒液に浸す位置を明確にする
ために、ピン３の周辺に目印となるメモリを付けてもよい。
【００４２】
このような構成にすることで、挟持部６を確実に消毒処理しつつ、電気部材である振動部
８を濡らす恐れを無くすことができる。また、消毒処理後に装置１００を回収する際にも
、つまみ部５を押圧するだけで済むので、消毒アルコール等を手に付いた雑菌で汚染する
虞もない。
【００４３】
このように、鍼治療用振動装置１００が患者の皮膚上で上下振動を含む不規則な振動をす
ることで、刺鍼１にも不規則な振動を与えることができる。また、刺鍼の根本７を挟持す
ることにより、鍼治療用振動装置１００がストッパーとなり、刺鍼１が患部の深部まで入
り込む虞を無くすことができる。
　更に、振動部８が本体の後方に設置されているので、消毒処理の際に挟持部６を完全に
消毒アルコール等の液中に浸すことができる。
【００４４】
また、この鍼治療用振動装置１００を使用することにより、刺鍼１に与える振動を、施術
時間により定量化することができるので、従来は熟練の鍼灸師しかできなかった手技をだ
れでも簡単に施術でき、刺激量を明確に把握することができる。
以下、この実験例について述べる。
【００４５】
被験者を５人用意し、脛にある足三里という経穴に刺鍼を行った。この刺鍼は主に、足の
だるさを緩和する刺鍼である。そして、この刺鍼は熟練した鍼灸師の与える手技が無けれ
ば、患者には何らの知覚もない。しかし、熟練の鍼灸師の手技であれば、足先まで細かく
振動しているような知覚（いわゆる鍼のヒビキ）が生じる。
被験者１は男性で年齢は３０代、２は男性で年齢は２０代、３は男性で年齢は５０代、４
は女性で年齢は３０代、５は女性で年齢は５０代である。
いずれの被験者も、健康上の疾患は無く、また、鍼治療を受けた経験も無い。
【００４６】
この５人の被験者の、右足の脛にある足三里という経穴に、セイリン社製のステンレス製
の２番のディスポ鍼を刺鍼操作した。また、刺鍼操作はいずれも鍼灸師の小田氏が行った
。
【００４７】
まず、各被験者に小田氏が刺鍼操作し、刺鍼に対して鍼灸師の熟練の手技である上下振動
（雀啄）を１０秒間施術し、抜鍼した。
【００４８】
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結果として、被験者全員が脛から足のつま先まで細かな振動（いわゆる鍼のヒビキ）を
を知覚した。
【００４９】
その後、同じ被験者に対し、小田氏が同様に刺鍼し、この刺鍼１の根本７に鍼治療用振動
装置１００を装着し、振動を３秒与えた。被験者が前回の試験と同様の知覚を得られれば
、本願装置が刺鍼に対して細かな上下振動を与えていることと、熟練の鍼灸師の手技を再
現できたことになる。
【００５０】
結果として、被験者全員が小田氏の手技と同様の知覚を生じた。また、足のだるさも解消
した。
【００５１】
この結果から、本願装置は刺鍼に対して上下振動を与えており、かつ刺激を定量化し、熟
練の鍼灸師の手技を短時間で再現できたと言える。
【００５２】
また、本実施例では、本体のクリップ部材２ａ，２ｂをステンレス製としたが、これに限
らず安価プラスチック製としても良い。上述したように、アルコールに浸して消毒するの
は、「菌」に対しては有効な消毒方法であるが、ウイルスに対しては無効だからである。
特に問題となるのはＢ型肝炎ウイルスである。このウイルスを消毒させるには２％グルタ
ールアルデヒドで器具を３０分から１時間浸漬しなければならず、実用的ではない。
よって、簡易、かつ確実に感染症を予防するためには、刺鍼１の根本７に触れた部分を使
い捨てにすることが望ましい。刺鍼１の根本７は患者の体液と接触しているからである。
【００５３】
例えば、本体と振動部８を脱着可能な構成とすることにより、刺鍼１に触れた本体を使い
捨てにすることが挙げられる。
具体的には、図２に示すように、クリップ部材２ａ、２ｂのいずれか一方に、振動部８を
備えたカバー１５を取り付けることが挙げられる。より詳細には、ピン３よりも後方に設
置する硬質プラスチック製のカバー１５であって、カバー１５は後端に振動モータ９の外
径と同じ内径か、わずかに小さい（0.02ミリ～1.5ミリ程度）内径の円筒柱状の台座を設
け、その台座の中に振動モータ９を圧入して固定する。カバー１５の台座と対向する面は
、カバー１５と装置本体とを固定する嵌め込み式のクリップ１６を設ける。
【００５４】
このような構成にすることにより、刺鍼１に触れた本体は使い捨てとし、振動モータ９を
含む振動部８は嵌め込み式のクリップ１６を取り外すことにより繰返し使用することがで
きる。また、振動部８をピン３より後方に取り付けることにより、カバー１５が刺鍼１と
触れ合う事を確実に防止できる。
【００５５】
または、本体後端にスリットを入れた振動モータ９の外径と略同じ内径かわずかに小さい
内径の円筒柱形の振動部固定台座を設けておき、その台座中に振動部８を軽く圧入して固
定し、施術終了後はスリットから振動モータ９を押し出す構造が挙げられる。または、本
体と振動部８のそれぞれに嵌合孔と嵌合突起を設け、互いに嵌合させる構成が挙げられる
。
【００５６】
また、クリップを二つ使う構成も考えられる。刺鍼１の根本７に小型の鰐口クリップを取
付け、その小型クリップのクリップ部材の後端を本願装置１００の挟持部６で挟持させる
。このように、小型クリップは刺鍼１の根本７に接している（患者の体液に触れている）
ので使い捨てとし、装置１００は施術終了後に回収することができる。
【００５７】
また、クリップ部材２ａ、２ｂのいずれか一方の後端に、振動部８を螺合させる構成とし
てもよい。例えば、クリップ部材２ｂの後端に雄ネジ部を設け、これに螺合する雌ネジ部
を振動部８の端部に設ける構成とすることができる。
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【００５８】
尚、上述した構成は、クリップ部材から構成される本体と、刺鍼１に振動を与える振動部
８とを簡易に脱着可能な構成の例示であり、簡易に脱着できるのであれば、その他の構造
であっても構わない。
【００５９】
[実施例２]
本実施例にかかる鍼治療用振動装置２０は、図３に示すように、実施例１の鍼治療用振動
装置１００の振動部８をピン３の後部に、刺鍼１に対してモータ転軸部が水平になるよう
に設置する。このように、ピン３の後ろに振動部８を設置したので、装置本体を小型化す
ることができる。
　また、振動部８は挟持部６よりも後端側に設置されているので、挟持部６を消毒アルコ
ール等の液中に浸して消毒処理をすることができる。
尚、振動部の設置方法は問わない。他の構成は実施例１と同様なので説明は省略する。
【００６０】
図３に示すように、本実施例では、クリップ部材２ｂのピン３の後部に振動部８を縦置き
に設置する円柱筒形の台を設け、その中に偏心錘１１が下向きになるように圧入固定した
。
【００６１】
このように、刺鍼１に対して偏心錘１１を備えたモータ軸部１０が水平になる構成とした
ことにより、刺鍼１に対して横への振動を主とした上下動を含む不規則な振動を与えるこ
とができる。
【００６２】
この横振動は、内調術と称される手技となり、鍼治療として有用な振動である。また、本
実施例に係る鍼治療用振動装置２００を用いて実験例１と同様の実験を行ったところ、被
験者全員が鍼の響きを感じたことから、本実施例の鍼治療用振動装置２００でも上下振動
を発生させていることが確認できる。
尚、本実施例ではクリップ部材２ｂに振動部８を設置したが、クリップ部材２ａに設置さ
せてもよい。いずれか一方に設置されていればよい。
【００６３】
[実施例３]
本実施例にかかる鍼治療用振動装置３００は、図４に示すように、実施例１の鍼治療用振
動装置１００の電源部８を本体に内蔵したことで、電源供給線１２を気にせず、無線にて
使用可能としたものである。
【００６４】
図４に示すように鍼治療用振動装置３００は、鰐口クリップ形状の本体のつまみ部５周辺
に軽量なボタン電池１３を装着したものである。この電池１３の装着位置は、好ましくは
本体横部である。
装置３００の上側又は下側とすると、電池１３の重みで上下振動を抑制してしまうからで
ある。また、装置３００の重心と合わせてしまうと不規則な振動を与える事ができなくな
るため、端部が望ましい。
その他の構成は実施例１と同様であるので説明は省略する。
【００６５】
このように、電源部を装置３００内部に内包したことにより、無線にて使用可能となった
。これにより鍼治療用振動装置３００を複数個使用しても電源供給線１２が絡まることが
なく、施術の簡略化が図れる。また、電池１３を本体の横面へ装着することにより、上下
振動を抑制する事無く無線化することができる。
【００６６】
[実施例４]
本実施例にかかる鍼治療用振動装置４００は、図５に示すように、実施例１に記載した鍼
治療用振動装置１００、実施例２に記載した鍼治療用振動装置２００、実施例３に記載し
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た鍼治療用振動装置３００の鰐口クリップ形状の本体の先端側の挟持部６を構成するクリ
ップ部材２ａ、２ｂに、治療に使用する鍼の号数（太さ）に合わせて、鍼を固定する固定
溝１６を付加した構成である。
【００６７】
本実施例に係る挟持部６は、図５に示すように挟持部を構成するクリップ部材２ａ、２ｂ
に、刺鍼の固定位置や角度を定めるための固定溝１を有する構成である。
この固定溝１は、刺鍼１と水平方向に、クリップ部材２ａ、２ｂを貫通するように設けら
れる。固定溝１４の大きさは鍼の太さにより異なり、例えば、１番鍼から５番鍼までの鍼
を固定する小型鍼の固定溝１４ｃは、１番鍼の直径より少し小さい０．１６ｍｍφの固定
溝を、６番鍼から１３番鍼を固定する大型鍼の固定溝１４ｄは、０．２０ｍｍφの固定溝
を用いる。
　これら固定溝１４ｃ，１４ｄを、挟持部６に並べて形成する。
【００６８】
尚、挟持させる鍼を間違えないようにするために、固定溝１４ｃと１４ｄとを異なる色に
着色してもよい。
【００６９】
このような固定溝１４を設けたことにより、刺鍼１を確実に固定し、振動を与えることが
できる。また、刺鍼１を挟持する角度が定まるので、本体と患者の皮膚上との接地を確実
にすることができる。更に、鍼灸師が刺鍼１に対して、どちらの固定溝１４を使うのかを
選択するので、刺鍼の番号や状態を今一度確認する機会を得ることができる。
【００７０】
[実施例５]
本実施例にかかる鍼治療用振動装置５００は、図６に示すように、本体の形状をＸ型にし
た装置である。その他の構成は実施例１乃至４と同様なので説明は省略する。
【００７１】
図６に示すように、本体を形成するクリップ部材２ａ、２ｂを「へ」の字型に形成する。
挟持部６は、「へ」の字型の屈曲部分に形成する。このクリップ部材を組み合わせて本体
全体の形状としてはＸ状の形状とする。
【００７２】
このように、本体をＸ状の形状にすることで、患部に設置したときに安定させることがで
きる。
【００７３】
更に、本実施例の変形例として、クリップ部材の先端を伸長自在にし、振動の強化を図る
構成としてもよい。
【００７４】
例えば、図７に示す通り、への字型のクリップ部材の屈曲部の先端側を、スライド式の二
重構造にする構成が挙げられる。クリップ部材の先端側は中空の四角形状のスライドスト
ッパー５１が、クリップ部材の外側又は内側の一方には後端側にストッパー突起５３を備
えたスライドバー５２が設置されている。刺鍼１に対して振動を強めたいときは、このス
ライドバー５２を伸ばすことで、重心バランスを偏らせ、振動を強く付加することができ
る。
【００７５】
このように、クリップ部材の先端を伸長自在に構成することにより、本体の重心バランス
を更に偏らせることが可能となり、より強い振動を刺鍼に与えることができる。
【００７６】
また、設置の安定化を更に望むのであれば、クリップ部材２ａ、２ｂ共に上述したような
スライド構造とすればよい。 
【００７７】
尚、本体の形状は、一例として鰐口クリップやＸ型の形状を挙げただけであって、他の形
状、例えば、卍形状でもよい。クリップコードや、クリップアダプタ、ミノムシクリップ
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や、目玉クリップ、ターンクリップ等、刺鍼を固定することができる形状であればよい。
【００７８】
その他、装置本体を、電源供給を兼ねた制御装置と接続することにより、振動数やタイマ
ー等の設定を任意に選択できる構成としてもよい。
【００７９】
制御装置は、例えば、電圧を制御してモータの回転数を制御する電圧制御回路と、その電
圧を任意に操作できる操作部と、あらかじめ設定したプログラムを記憶できる記憶部を備
える。
【００８０】
　操作部は制御装置の外面に備えられ、制御装置の設定電圧の変更の入力を受け付け、電
圧制御回路に通知する。
【００８１】
電圧制御回路は既存の物を用いる。アナログ方式でもＰＷＭ方式でも構わない。
電圧を制御することができればよい。電圧を制御することにより、簡易にモータの回転数
を変化させることができる。このモータの回転数を変化させることで振動の強弱を付けた
り、間欠式にしたりすることが可能となる。
【００８２】
操作部は、電圧を任意に操作することができればよい。具体的には、スライダーのつまみ
位置に応じた電圧をモータに出力させる方法や、ダイヤルの回転量に応じた電圧をモータ
に出力させる方法、ボタンの押下により、電圧を段階的に変化させる方法などが考えられ
る。
　電圧を上げればモータの回転数を上昇させることが可能となり、下げればモータの回転
数を下げることができる。これにより、振動部８の振動の強弱を任意に操作することがで
きる。また、電圧を０に設定することにより、間欠動作させることも可能である。
【００８３】
記憶部は、予め設定したプログラムを記憶する部分である。
操作部により、鍼の番号に合わせたプログラムが選択されると、記憶部が予め設定された
プログラムを電圧制御部へ指示する。
予め設定されたプログラムとしては、例えば、２番鍼の使用時にはモータの回転数を８０
００回転とし、駆動時間を３秒、休止時間を１０秒でこれを5回繰り返すプログラムとし
たり、５番鍼の場合は１００００回転とし、駆動時間を１０秒、休止時間を１０秒でこれ
を８回繰り返すプログラム等にしたりするプログラムが挙げられる。いずれのプログラム
も、施術者が任意に設定することができる。その他、施術に合わせたタイマー等を記憶し
ても良い。
【００８４】
また、制御装置には、鍼治療用振動装置を複数接続することができる構成としてもよい。
【００８５】
本願発明に係る鍼治療振動装置には、振動を増幅させるための様々な構成を付加してもよ
い。例えば、一端に固定用の穴を開けた厚さ１ｍｍから２ｍｍ程度のステンレス製の振動
板をクリップ部材２ａ、２ｂを連結しているピン３で固定し、モータ回転軸１０に取り付
けた偏心錘１１でこの振動板を叩いて上下の振動を増幅する構成としてもよい。この場合
の偏心錘１１は、振動板と直接接触するので、面を有するものが好ましい。例えば、振動
を最も増幅するのならば、回転重心を大きくずらせる扇形柱の形状が好ましい。また、偏
心錘１１を使用しなくとも、ギアを介して直接上下に振動させる構成としてもよい。
【００８６】
その他、本体下面に予め一定温度、例えば４６度に設定されたヒータを設置し、本体に内
蔵したサーミスターで温度の検出をし、制御する構成としてもよい。
このように、鍼に対する振動治療だけでなく、温熱効治療を付与させてもよい。
【符号の説明】
【００８７】
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１　　刺鍼
２ａ　第１クリップ部材
２ｂ　第２クリップ部材
３　　ピン
４　　バネ
５　　　つまみ部
６　　　挟持部
７　　　刺鍼の根本部
８　　　振動部
９　　　モータ
１０　　モータ回転軸
１１　　偏心錘
１００　鍼治療用振動装置
１２　　電源供給線
１３　　ボタン電池
１４ｃ　固定溝
１４ｄ　固定溝
１５　脱着式カバー
１６　嵌込み式クリップ
１７　ソレノイド
１８　スプリング
１９　傾斜部材
２０　可動電極
２１　可動体
２２　電磁石
５１　スライドストッパー
５２　スライドバー
５３　ストッパー突起
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